
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】令和７年１２月１０日（２０２５．１２．１０）

【登録番号】商標登録第６９８７３６８号（Ｔ６９８７３６８）
【掲載公報発行日】令和７年１１月２６日（２０２５．１１．２６）
【年通号数】登録公報（商標）２０２５－２１９

【区分】３５
【出願番号】商願２０２５－３７７０１（Ｔ２０２５－３７７０１）

【訂正要旨】【商標権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】令和７年１１月２６日（２０２５．１１．２６）

【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第６９８７３６８号（Ｔ６９８７３６８）
（１５１）【登録日】令和７年１１月１７日（２０２５．１１．１７）

（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第３５類　インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールの事業の運営による商品及びサービスの
販売促進の代行，被服の卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，バッグの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，帽子の小売

の業務において行われる顧客に対する便益の提供，マフラー（ネックスカーフ）の小売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，下着の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売の業務

において行われる顧客に対する便益の提供，ティーシャツの小売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，ニット製被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ワイシャツ類及びシャツの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スウェットシャツの小売の業務において行われる顧客に対

する便益の提供，傘の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ベルトの小売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，ズボンの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，外衣の小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，子供用被服の小売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供 　　　　
【国際分類第１２版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２５－３７７０１（Ｔ２０２５－３７７０１）

（２２０）【出願日】令和７年４月８日（２０２５．４．８）
（７３２）【商標権者】

【識別番号】５２５１３１４６７
【氏名又は名称】カン、ミン　ジュ
【住所又は居所】大韓民国、ソウル、ソンブク－グ、トルゴジ－ロ　３０－ギル　６４、３０５－２０１

（７４０）【代理人】
【識別番号】１１０００３００７



(2) 商標公報６９８７３６８

【氏名又は名称】弁理士法人謝国際特許商標事務所
【法区分】平成２３年改正

【審査官】木住野　勝也
（５６１）【称呼（参考情報）】ダブリュウデイテイテイ
【検索用文字商標（参考情報）】ＷＤＴＴ

【類似群コード（参考情報）】
第３５類　１７Ａ０１、１７Ａ０２、１７Ａ０３、１７Ａ０４、１７Ａ０７、２１Ａ０１、２１Ｃ０１、２２

Ａ０１、２２Ａ０３、２２Ｂ０１、３５Ａ０１、３５Ａ０２、３５Ｂ０１、３５Ｋ０２
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２５．１．９；２５．１．１０；２６．４．３；２６．４．７；２
６．４．１８


